
令和４年６月１日に「改正動物愛護管理法」が施行され、ペッ
トショップやブリーダーなどの犬猫販売業者から販売される
犬猫には、マイクロチップの装着・登録が義務付けられます。
犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は自分の住所や氏名を登録
する必要があります。
また、他者から犬や猫を譲り受けた時には、できる限りマイ
クロチップを装着し、忘れずに登録をしましょう。

登録は
「犬と猫のマイクロチップ
情報登録」のサイトへ

どうしても新しい飼い主が見つからない場合は、




